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「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する取扱要領」の作成上の注意事項 

 

2022 年 ７月１日 作 成 

2026 年 ６月 16 日 改 訂 

日 本 証 券 業 協 会 

 

【凡例】 

略称 正式名称 

特定投資家投資勧誘規則 店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則 

外証規則 外国証券の取引に関する規則 

金商法 金融商品取引法（昭和 23年法律第 25号） 

 

Ⅰ．一般的注意事項 

➣ 取扱協会員は、特定投資家投資勧誘規則第 12条（外証規則第 49条の規定により準用

される場合を含む。）の規定により、特定投資家に対する投資勧誘等に関する事項とし

て、同条第１項各号に定める事項を社内規則において規定するとともに、社内規則に定

めた事項を適切に遂行するための体制を整備しなければならないこととされている。ま

た、当該社内規則の内容に基づき「取扱要領」を作成し、本協会に提出するとともに、

公表しなければならないこととされている。 

※ ただし、特定投資家投資勧誘規則第８条第３号に基づく投資勧誘については、上記

手続き（社内規則の制定、取扱要領の作成等）は不要とする。 

➣ 取扱要領は、特定投資家投資勧誘規則及び外証規則に基づき当社が行う業務に特有の

事項の概要を記載することにより、取扱協会員各社における手続きや管理、投資者が行

うべき手続などについて、投資者に対し明らかにするものである。 

➣ このため、取扱要領の内容については、必要に応じ図表を用いるなどして、分かりや

すく記載する必要がある。また、記載される内容については、投資者に誤解を生じさせ

ることのないよう注意しなければならない。 

➣ また、取扱要領は、特定投資家投資勧誘規則及び外証規則並びに以下により記載が必

要とされている事項に加えて、各項目に関連した事項を適宜追加して記載することがで

きる。なお、店頭有価証券等のみを取り扱う取扱協会員については、外証規則により必

要とされている事項について記載する必要はない。 

 

Ⅱ．個別注意事項（表題等） 

１．表題 

➣ 「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する取扱要領」とすること。 

２．取扱協会員名 

➣ 表題の次に右寄せで、取扱協会員の商号を、「株式会社」を含む正式名称（例：○○

証券株式会社）で記載すること。 
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３．前文 

➣ 前文として、例えば、次の内容を記載すること。 

「 当社は、日本証券業協会の自主規制規則「店頭有価証券等の特定投資家に対する投

資勧誘等に関する規則」及び「外国証券の取引に関する規則」に基づき当社が行う業務

に関して、この取扱要領を定め、公表いたします。」 

 

Ⅲ．個別注意事項（内容） 

１．法令遵守等 

【作成上の注意事項】 

➣ 次に掲げる事項を記載すること。 

◆ 取扱協会員は、特定投資家投資勧誘規則及び外証規則に基づき行う業務に関し

て、法令規則等を遵守しながら適正に遂行するための態勢を整備し、取引を公正か

つ円滑に行う旨 

◆ 取扱協会員は、日本証券業協会より、取扱協会員としての指定を受けて、特定

投資家投資勧誘規則及び外証規則に基づき業務を行う旨 

 

（関連条項） 特定投資家投資勧誘規則第１条、第 12条、第 13条、外証規則第 52条 

 

２．検証及び審査 

【作成上の注意事項】 

➣ 次に掲げる事項について記載すること。 

◆ 取扱協会員は、顧客に対して特定投資家投資勧誘規則第８条第１号又は第２号

に基づき新たに投資勧誘を行おうとする有価証券につき、社内規則に従って厳正に

検証及び審査を行う旨 

◆ 投資勧誘を行う場合は、当該顧客が特定投資家投資勧誘規則第３条で検証した

顧客の範囲に適合することを確認する旨 

◆ 検証及び審査の項目並びに手法の概要 

◆ 発行者に係る反社会的勢力の排除に関する取組み 

◆ 発行者及びその関係者が反社会的勢力との関係性を有していないかの審査を行

う旨 

◆ 上記反社会的勢力に係る審査に際して、発行者との間で反社会的勢力の排除等

に関する内容（発行者が反社会的勢力でない旨、発行者が反社会的勢力に該当する

と認められた場合は、当社の申出により当該発行者が発行する有価証券等の取扱い

に係る契約が解除される旨等）の契約を締結する旨 

◆ 会員等からの委託により特別会員が投資勧誘を行うにあたって、上記検証及び

審査等を委託元の会員等と委託先の特別会員のいずれか一方が行うこととしている

場合においては、当該行為の主体及び当該行為の主体でない者は当該検証及び審査

等が適切に行われていることを確認する旨 
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（関連条項） 特定投資家投資勧誘規則第３条、第８条、第 12条、第 20条、外証規則第 50

条及び第 52条 

 

３．特定証券情報の提供及び説明書の交付 

【作成上の注意事項】 

➣ 次に掲げる事項について記載すること。 

◆ 特定投資家投資勧誘規則第８条第１号又は第２号（外証規則により準用される

場合を含む。）に基づき、顧客に対して投資勧誘を行うまでに、顧客に特定証券情

報の提供を行う旨（特定証券情報がすでに公表されていることを当社において確認

している場合を除く。） 

◆ 個別銘柄に係る説明書の交付及び説明を行う旨 

◆ 個別銘柄に係る説明書の記載項目 

◆ 会員等からの委託により特別会員が投資勧誘を行うにあたって、特定証券情報

の提供を委託元の会員等と委託先の特別会員のいずれか一方が行うこととしている

場合においては、当該行為の主体及び当該行為の主体でない者は当該特定証券情報

の提供が適切に行われていることを確認する旨 

 

（関連条項） 特定投資家投資勧誘規則第６条、第 11条、第 20条、外証規則第 51条 

 

４．発行者情報の提供 

【作成上の注意事項】 

➣ 次に掲げる事項について記載すること。 

◆ 特定投資家投資勧誘規則第８条第１号又は第２号（外証規則により準用される

場合を含む。）に基づく投資勧誘により有価証券を保有するに至った顧客に対し

て、当該有価証券に係る発行者情報の提供を行う旨（発行者情報がすでに公表され

ていることを当社において確認している場合及び発行者が当該顧客に提供している

ことを当社において確認した場合を除く。） 

◆ 発行者情報の提供を委託元の会員等と委託先の特別会員のいずれか一方が行う

こととしている場合においては、当該行為の主体及び当該行為の主体でない者は当

該発行者情報の提供が適切に行われていることを確認する旨 

 

（関連条項） 特定投資家投資勧誘規則第７条、第 20条、外証規則第 51条 

 

５．取引開始時の説明書の交付及び確認書の徴求 

【作成上の注意事項】 

➣ 次に掲げる事項について記載すること。 

◆ 取引を行おうとする有価証券の区分について初めて買付けをしようとする場
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合、有価証券の区分に応じたリスクを記載した説明書を交付し説明を行う旨 

◆ 上記説明書に記載された事項を理解し、顧客自身の判断と責任において取引を

行うとの書面による確認書を受け入れる旨 

◆ 会員等からの委託により特別会員が投資勧誘を行うにあたって、上記説明書の

交付及び確認書の徴求を委託元の会員等と委託先の特別会員のいずれか一方が行

うこととしている場合においては、当該行為の主体及び当該行為の主体でない者

は当該説明書の交付及び確認書の徴求が適切に行われていることを確認する旨 

 

（関連条項） 特定投資家投資勧誘規則第 10条、第 20条 

 

６．非上場有価証券の取引及び受渡し 

【作成上の注意事項】 

➣ 次に掲げる事項について記載すること。 

◆ 顧客が取引等に関する情報を照会する場合の照会方法・照会先 

◆ 顧客による取引の申込み方法・申込み先 

◆ 取引に当たっては、取扱協会員による不正取引行為についての確認手続を経て

いただく必要がある旨 

◆ 取扱協会員による当該取引に係る受渡しの方法・時期 

 

（関連条項） 特定投資家投資勧誘規則第 12条第１項第１号ニ及びホ、同項第２号ニ及び

ホ、同項第３号ニ及びホ、外証規則第 52条第１項第１号ニ及びホ、同項第２号

ニ及びホ 

 

７．その他 

➣ その他協会員が必要と認める事項について記載すること。 

 

以  上 

 


